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第1章　特集「途切れることのない必要な支援」

被害少年への支援活動

提供：警察庁

	3	 少年サポートチーム

警察においては，非行や犯罪被害など個々
の少年の抱える問題行動に応じた的確な対応
を行うため，学校，警察，児童相談所等の担
当者からなる少年サポートチームを編成し，

それぞれの専門分野に応じた役割分担の下，
少年への指導・助言を行っている（P60【施
策番号82】参照）。

少年サポートチーム

個々の少年をめぐる問題状況に応じて結成された

サポートチーム

病院 各種
ボランティア

適切な役割分担の
下で連携して対処

（チームでのアプローチ）

保護者等

問題を抱える
少年

従来の各機関ごとのアプローチ

学　校 警察署 児童相談所 保護司

サポートチームの円滑な組織化のための日常的なネットワーク構築

関係団体等 教育委員会 警察本部
（少年サポートセンター）

知事部局
政令市 保護観察所

提供：警察庁


